
広報
令和元（2019）年　5月5日 第 1228 号　（4）

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

▽
利
率　

31
年
度
契
約
利
率
１
％
（
本

人
負
担
０・50
％
、
区
負
担
０・50
％
）

▽
申
込
期
限　

工
事
着
手
１
か
月
前

※
工
事
着
手
後
の
申
込
不
可

※
詳
し
く
は
、
左
記
問
合
せ
先
で
配
布

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

住
宅
課
（
区
役
所
５
階
⑩

番
）
☎
（
５
２
４
６
）
１
２
１
７

環
境

リ
サ
イ
ク
ル

保
険
・
年
金

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

　

令
和
元
年
度
分
の
全
期
分
を
一
括
振

替
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
希
望
す
る

方
は
５
月
16
日
㈭
ま
で
に
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。

※
申
込
方
法
等
、
詳
し
く
は
左
記
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

国
民
健
康
保
険
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
５
６

福
祉

（
高
齢
・
障
害
等
）

高
齢
者
ふ
れ
あ
い
入
浴
券
の

新
規
申
込
み
を
受
付
け
ま
す

▽
対
象　

平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
、

区
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方
（
昭
和

29
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所

者
は
除
く
）　

①
ひ
と
り
暮
ら
し　

②
世
帯
全
員
が
65
歳
以
上　

③
自
宅

に
風
呂
が
な
い

▽
配
付
枚
数
　
年
間
20
枚

▽
配
付
時
期
・
方
法　

６
月
下
旬
・
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付

▽
利
用
方
法　

区
内
の
公
衆
浴
場
で
１

回
に
つ
き
、
ふ
れ
あ
い
入
浴
券
１
枚

と
50
円
を
支
払
い

▽
利
用
期
間　

７
月
１
日
㈪
～
令
和
２

年
３
月
31
日
㈫

▽
申
込
方
法

・
昨
年
度
「
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
入
浴

券
」
を
受
け
取
っ
た
方　

申
込
み
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
初
め
て
申
込
む
方
（
次
の
い
ず
れ
か

の
方
法
で
申
込
み
）　

①
申
請
用
は
が

き
（
区
民
事
務
所
・
同
分
室
、
地
区

セ
ン
タ
ー
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
老
人
福

祉
館
、
公
衆
浴
場
で
配
布
）
に
記
入

し
、
62
円
切
手
を
貼
っ
て
左
記
問
合

せ
先
へ
郵
送　

②
左
記
問
合
せ
先
へ

本
人
確
認
書
類
（
保
険
証
等
）
を
持

参
の
う
え
、
直
接
申
込
み

▽
申
込
締
切
日　

５
月
20
日
㈪
（
消
印

有
効
）

▽
問
合
せ　

高
齢
福
祉
課
（
区
役
所
２

階
⑤
番
高
齢
者
総
合
相
談
窓
口
）

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
２
２

住
宅

ま
ち
づ
く
り

高
齢
者
等
住
宅
支
援

●
高
齢
者
等
家
賃
等
債
務
保
証

　

保
証
人
が
い
な
い
た
め
、
民
間
賃
貸

住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
に
、

区
と
協
定
を
結
ん
だ
賃
貸
保
証
機
構
が

住
ま
い
探
し
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
賃

貸
保
証
機
構
に
加
盟
す
る
保
証
会
社
を

利
用
し
た
場
合
、
支
払
っ
た
初
回
保
証

料
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▽
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方　

①
高
齢
者
・
障
害
者
・
ひ
と
り
親
世

帯
い
ず
れ
か　

②
区
内
に
継
続
し
て

３
年
以
上
居
住
し
て
い
る　

③
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
な
い　

④
区
内

転
居
で
あ
り
、
転
居
先
に
継
続
し
て

居
住
す
る　

⑤
保
証
人
が
お
ら
ず
、

緊
急
連
絡
先
が
あ
る 

ほ
か

▽
助
成
額　

支
払
っ
た
初
回
保
証
料
の

２
分
の
１
（
上
限
２
万
円
）

●
高
齢
者
等
住
み
替
え
居
住
支
援
（
転

居
前
に
申
込
み
）

　

取
り
壊
し
や
家
主
の
都
合
に
よ
る
契

約
更
新
拒
否
に
よ
り
立
ち
退
き
を
受
け

て
い
る
方
に
対
し
て
、
転
居
に
要
す
る

費
用
を
助
成
し
ま
す
（
区
内
の
民
間
賃

貸
住
宅
か
ら
、
別
の
区
内
民
間
賃
貸
住

宅
に
転
居
す
る
場
合
に
限
る
）。

▽
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方　

①
高
齢
者
・
障
害
者
・
ひ
と
り
親
世

帯
の
い
ず
れ
か　

②
区
内
に
継
続
し

て
３
年
以
上
居
住
し
て
い
る　

③
前

年
の
総
所
得
金
額
が
単
身
世
帯
は

256
万
８
千
円
以
下
、
２
人
以
上
の
世

帯
は
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に

38
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下 

ほ
か

▽
助
成
額　

礼
金
・
仲
介
手
数
料
・
引

越
し
費
用
の
合
計
額（
上
限
15
万
円
）

◆
以
降
、
右
記
記
事
の
共
通
項
目
◆

※
詳
し
く
は
、
左
記
問
合
せ
先
で
配
布

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

住
宅
課
（
区
役
所
５
階
⑩

番
）
☎
（
５
２
４
６
）
１
２
１
３

子
育
て
世
帯
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
支
援

　

住
居
内
で
子
供
が
安
全
に
過
ご
す
た

め
の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
て
、
工

事
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▽
対
象　

前
年
（
４
～
６
月
に
申
請
す

る
場
合
は
前
々
年
）
の
世
帯
の
総
所

得
金
額
の
合
計
が
800
万
円
以
下
で
あ

り
、
小
学
生
以
下
の
子
供
ま
た
は
、

出
産
前
で
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
方
が
い
る
世
帯
等

▽
助
成
対
象
工
事　

対
象
世
帯
が
居
住

す
る
区
内
の
住
宅
（
マ
ン
シ
ョ
ン
等

の
共
同
住
宅
の
場
合
は
専
有
部
分
の

み
）
の
、
手
す
り
の
取
り
付
け
・
段

差
の
解
消
、
滑
り
防
止
の
床
材
へ
の

変
更
等

▽
助
成
額　

助
成
対
象
工
事
費
（
消
費

税
等
を
除
く
）
の
３
分
の
１
（
上
限

20
万
円
）

※
工
事
着
手
前
に
申
込
み
が
必
要
で
す
。

※
詳
し
く
は
、
左
記
問
合
せ
先
で
配
布

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

住
宅
課
（
区
役
所
５
階
⑩

番
）
☎
（
５
２
４
６
）
１
３
６
７

台
東
区
住
宅
修
繕
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度

　

区
が
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
の
融
資

を
指
定
の
金
融
機
関
に
あ
っ
せ
ん
し
、

利
子
の
一
部
を
負
担
し
ま
す
。

▽
対
象
住
宅　

区
内
に
あ
る
、
自
身
が

居
住
す
る
た
め
の
住
宅
で
、
居
住
部

分
の
床
面
積
が
280
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
（
賃
貸
住
宅
や
店
舗
、
事
務
所

を
除
く
）

▽
主
な
申
込
資
格　

①
区
内
に
１
年
以

上
住
所
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方
で
、

返
済
完
了
時
の
年
齢
が
75
歳
未
満　

②
世
帯
全
員
が
住
民
税
を
滞
納
し
て

い
な
い　

③
融
資
金
の
返
済
お
よ
び

利
子
の
支
払
い
に
十
分
な
能
力
が
あ

り
、
金
融
機
関
の
定
め
る
保
証
を
受

け
る(

保
証
料
は
申
込
者
負
担
）

※
現
在
、
本
融
資
を
受
け
返
済
し
て
い

る
場
合
は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん

▽
融
資
あ
っ
せ
ん
額　

工
事
費
の
80
％

以
内
で
、
10
万
円
以
上
500
万
円
以
内

※
返
済
期
間
は
金
額
に
よ
り
異
な
る

区
内
一
斉
清
掃
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

　

区
で
は
、
ポ
イ
捨
て
行
為
の
防
止
に

関
す
る
条
例
で
、
５
月
30
日
を
「
環
境

美
化
の
日
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
５
月
26
日
㈰
に
区
内
一
斉
清
掃
を

実
施
し
ま
す
。皆
さ
ん
も
住
居
や
店
舗
・

会
社
の
周
り
を
掃
除
し
て
、
き
れ
い
に

し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
大
江
戸
清
掃
隊
」
に
よ
る
、

ま
ち
の
美
化
啓
発
を
呼
び
か
け
る
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
も
行
い
ま
す
。

　

ご
み
の
な
い
、
き
れ
い
な
ま
ち
の
実

現
に
向
け
て
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
大
江
戸
清
掃
隊
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

ま
ち
の
清
掃
を
行
っ
て
い
る
方
、
区

へ
の
登
録
制
）
の
隊
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
左
記
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

環
境
課

　

☎
（
５
２
４
６
）
１
２
９
２

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児休業
補助教員採用候補者の募集

職種臨時的任用教員（幼稚園）　対象幼稚園教諭普通
免許状をお持ちで、国公私立幼稚園の正規任用教員と
して1年以上、または国公私立幼保連携型認定こども
園で満３歳以上を担当する正規任用保育教諭として１
年以上、もしくは特別区の区立幼稚園の臨時的任用教
員・学級を専任する非常勤講師として通算1年以上の
勤務実績があり、昭和34年4月2日以降に生まれた方
勤務地 23区の区立幼稚園（大田区・足立区を除く）
選考方法書類選考、面接※面接は、新規応募者・特別
区立幼稚園の臨時的任用教員として最近5年間に勤務
実績のない方が対象　申込方法所定の書類（募集案内
を参照）を6月3日㈪・4日㈫に本人が下記問合せ先へ
持参※更新者で最近5年間に区立幼稚園の臨時的任用
教員として勤務実績のある方は、郵送による受付可（申
込締切日5月24日㈮〈消印有効〉）　申込書配布場所各区
教育委員会事務局（台東区は区役所6階①番指導課）
か右記問合せ先　問合せ特別区人事・厚生事務組合教
育委員会事務局人事企画課（千代田区飯田橋3－5－1
東京区政会館17階）☎（5210）9857

にかかっている方は3割近くいることが
わかりました（図2）。歯周病は軽度のも
のも含めると成人の約8割がかかってお
り、歯を失う最大の原因となる病気です。
若いうちからのケアが将来の歯の喪失に
も影響するため、デンタルフロスや歯間
ブラシを使用する習慣をつけ、正しい口
のケアを心がけましょう。デンタルフロ
スや歯間ブラシにはさまざまなサイズ・
形があります。自分にあったものをかか
りつけの歯科医院で確認しましょう。

歯の講演会「歯と口を美しく健康
に保つために」－ライフステージ別
におこる問題点と解決法－　

日時5月28日㈫
午後1時30分
場所台東保健所
3階大会議室
講師大谷一紀氏

（台東区歯科医
師会）

歯の無料健康相談
日時6月1日㈯・2日㈰午前10時～午後
5時　 場所・担当 台東区歯科医師会館

（根岸4－1－28）・台東区歯科医師会
☎（3874）6433、浅草公会堂・浅草
歯科医師会・☎（3844）7491※当日
のみ　内容歯の健診・相談、歯みがき
指導

　毎年6月4～10日は「歯と口の健康週
間」です。身近な病気であるむし歯や歯
周病は日々の口のケアで予防することが
重要です。毎日の口のケアを無駄なもの
にしないために、口腔ケア用具について
見直してみませんか。
・歯ブラシは1か月を目安に交換しま
しょう
　毛先が開いた歯ブラシは歯に正しく当
てられず、また消耗した歯ブラシは歯垢

（しこう）を落とす力が弱っています。
こういった歯ブラシでの歯垢除去率は6
割程度で、約4割の歯垢をみがき残して
いることになります。
・歯ブラシだけではみがき残しがあり
ます
　歯ブラシによるブラッシングのみで
は、約4割の歯垢が残ってしまいます。
歯と歯の間には歯ブラシの毛先は届きま
せん。毎日の歯ブラシで丁寧にみがいて
いても、歯と歯の間に残っている歯垢か
らむし歯や歯周病が進行してしまいます。
・デンタルフロスや歯間ブラシを使いま
しょう
　歯科基本健康診査の結果では、歯と歯
の間の清掃に使用するデンタルフロスや
歯間ブラシを毎日使用している方は全年
代で半数に満たない状況でした（図1）。
30歳では、デンタルフロスや歯間ブラシ
の使用率は1割と少なく、重度の歯周病

区民の歯と口の健康情報 問合せ 台東保健所保健サービス課母子
成人保健担当☎（3847）9449
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図 1


